
‭「ゼロエミ」名称の使用に関するガイドライン‬

‭はじめに：地域での活動を検討されている皆さまへ‬

‭ゼロエミ事務局は、各地で自主的な活動が生まれることを心から歓迎します。‬

‭地域で新しくグループを立ち上げる際は、ぜひ参加者同士でじっくりと話し合い、「自分たちが納得できる、自分た‬
‭ちらしい名前」をゼロから考えることを強く推奨しています。自分たちで決めた名前は、活動への誇りや主体性‬
‭（オーナーシップ）を育む大切な第一歩になるからです。‬
‭もちろん、「ゼロエミ〇〇」といった形での設立も選択肢の一つですが、まずは参加者の皆さんの思いを表現したユ‬
‭ニークな名称を検討してみてください。そのうえで、当会の名称を使用すると決めた場合は、以下のルールを遵守し‬
‭ていただくようお願いいたします。‬

‭1. 目的‬
‭本ガイドラインは、「ゼロエミッションを実現する会」の名称を適切に使用し、活動の社会的信頼を維持することを‬
‭目的とします。‬

‭2. 名称の使用範囲‬
‭本会の名称（ロゴを含む）は、あらかじめ地域のグループとの合意がある場合を除き、本会の公式な活動、および事‬
‭務局が事前に承認した活動においてのみ使用できるものとします。‬

‭3. 個人的な見解表明における注意‬
‭構成員が個人のSNSや媒体において、社会的な事柄に対する見解を表明する場合、‬‭本会の公式な見解であると誤解を‬
‭招くような表現‬‭（本会の名称を肩書きとして前面に出す等）は控えていただくようお願いいたします。‬
‭※ 個人の自由な発言を制限するものではありませんが、本会の名前を背負っての発言については、事前に事務局にご‬
‭相談ください。‬

‭4. 支部・地域グループの設立について‬
‭本会の名称を冠した「支部」や「地域グループ（例：ゼロエミ 〇〇）」を設立・運営する場合は、以下の事項を遵守‬
‭してください。‬
‭・事前届出制‬‭：設立にあたっては、あらかじめ本会事務局へ活動趣旨を届け出、承認を得るものとします。‬
‭・理念の共有‬‭：本会本体の基本理念および規約を遵守し、活動の方向性を明確にすること。‬
‭・名称の適正利用‬‭：特定の政治団体・宗教団体への勧誘や、営利目的での活動に本会の名称を利用しないこと。‬

‭※ グループ名を「ゼロエミ〇〇 / ゼロエミッションを実現する会〇〇（〇〇は地域名）」とする場合、以下の会則 1.‬
‭〜3. の適用が及ぶこととします。‬
‭＜会則＞‬
‭1. 「暴力」「ヘイト」は容認しません。‬
‭2. あらゆる政党政治家と対話をします。会としては特定の政党、政治家を支持しません。‬
‭3. 「ゼロエミ〇〇 / ゼロエミッションを実現する会〇〇（〇〇は地域名）」と「ゼロエミッションを実現する会」に‬
‭上下関係はありません。独立したグループとして活動をお願いします。‬

‭5. 承認の取り消し‬
‭本ガイドラインに著しく抵触する行為、または本会の名誉を毀損するおそれのある活動が確認された場合、本会は名‬
‭称の使用停止や、承認の取り消しを行うことができるものとします。‬


